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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車の内燃機関用の排気ガス後処理装置であって、前記内燃機関の排気ガスが流れる
少なくとも１つの排気ガス流路（１２）を備える少なくとも１つの排気ガス誘導要素（１
０）を備え、少なくとも１つの供給位置（１８）で前記排気ガスの脱硝のために還元剤を
前記排気ガス流路（１２）に投入可能な計量装置（１６）を備え、前記排気ガス流路（１
２）に設けられ、前記排気ガス流路（１２）を、前記排気ガスの第１の分配気流が流れる
第１の分配流路（３０）と、前記排気ガスの第２の分配気流が流れ、かつ前記供給位置が
設けられる第２の分配流路（３２）とに分ける第１の気流分配要素（２８）を備え、前記
第１の気流分配要素（２８）は、前記第２の分配気流が流れ、前記第２の分配気流の流れ
方向に拡大する第１の流路領域（３８）を備え、前記第２の分配流路（３２）に、前記供
給位置（１８）が備えられた第２の気流分配要素（４６）が備えられた排気ガス後処理装
置において、
　前記第２の気流分配要素（４６）により、前記第２の分配流路（３２）は、前記排気ガ
スの第１の副気流が流れる第１の副流路（４８）と、前記排気ガスの第２の副気流（８４
）が流れる第２の副流路（５０）と、前記排気ガスの第３の副気流（８６）が流れ、前記
第１の副流路（４８）と前記第２の副流路（５０）の間に設けられる第３の副流路（５２
）とに分けられ、前記第２の気流分配要素（４６）は、前記第２及び第３の副気流（８４
、８６）が流れ、前記第２及び第３の副気流（８４、８６）の流れ方向に筒状もしくは拡
大する第２の流路領域（５４）を備え、前記第１の気流分配要素（２８）の前記第１の流



(2) JP 6625143 B2 2019.12.25

10

20

30

40

50

路領域（３８）は、前記還元剤の射出方向に沿って拡大することを特徴とする、排気ガス
後処理装置。
【請求項２】
　前記還元剤は、前記計量装置（１６）により、その円錐角が少なくとも２０度ある噴霧
円錐（２４）に形成されながら、前記排気ガス流路（１２）に投入可能であり、前記気流
分配要素（２８、４６）は、前記噴霧円錐（２４）の外側に配置されていることを特徴と
する、請求項１記載の排気ガス後処理装置。
【請求項３】
　前記排気ガスが流れる前記排気ガス流路（１２）の少なくとも一部分は、らせん形状に
延びることを特徴とする、請求項１または請求項２記載の排気ガス後処理装置。
【請求項４】
　前記還元剤は、噴射方向で前記第２の分配流路（３２）に投入可能であり、前記流路領
域（３８、５４）はそれぞれ、前記噴射方向に沿って拡大することを特徴とする、請求項
１～請求項３のいずれか一項に記載の排気ガス後処理装置。
【請求項５】
　前記還元剤は、前記噴霧円錐（２４）を形成しながら、前記噴射方向と一致する仮想直
線（２６）に沿って前記第２の分配流路（３２）に投入可能であり、前記流路領域（３８
、５４）はそれぞれ、前記直線（２６）に対して同軸に配置されていることを特徴とする
、請求項４記載の排気ガス後処理装置。
【請求項６】
　前記第１の分配流路（３０）は、前記第１の気流分配要素（２８）の第１の表面領域（
６２）と、前記第１の表面領域（６２）に対向する前記排気ガス誘導要素（１０）の内側
（６６）の第１の部分（６４）とにより区画されており、
　前記第２の分配流路（３２）は、前記第１の表面領域（６２）とは反対側の前記第１の
気流分配要素（２８）の第２の表面領域（６８）と、前記第２の表面領域（６８）に対向
する前記排気ガス誘導要素（１０）の内側（６６）の第２の部分（７０）とにより区画さ
れていることを特徴とする、請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の排気ガス後処理
装置。
【請求項７】
　前記第１の副流路（４８）は、前記第１の気流分配要素（２８）の前記第２の表面領域
（６８）の第３の部分（７２）と、前記第３の部分（７２）に対向する前記第２の気流分
配要素（４６）の前記第３の表面領域（７４）とにより区画されており、
　前記第３の副流路（５２）は、前記第３の表面領域（７４）とは反対側の前記第２の気
流分配要素（４６）の第４の表面領域（７６）と、前記第４の表面領域（７６）に対向す
る前記第２の気流分配要素（４６）の第５の表面領域（７８）とにより区画されているこ
とを特徴とする、請求項６記載の排気ガス後処理装置。
【請求項８】
　前記第２の副流路（５０）は、前記第５の表面領域（７８）とは反対側の前記第２の気
流分配要素（４６）の第６の表面領域（８０）と、前記第６の表面領域（８０）に対向す
る前記排気ガス誘導要素（１０）の前記内側（６６）の前記第２の部分（７０）の部分領
域とにより区画されていることを特徴とする、請求項７記載の排気ガス後処理装置。
【請求項９】
　前記第３の副流路（５２）に、平板誘導要素（８８）が前記排気ガスの誘導のために割
り当てられていることを特徴とする、請求項１～請求項８のいずれか一項に記載の排気ガ
ス後処理装置。
【請求項１０】
　前記排気ガスの少なくとも一部分において渦流形の気流を引き起こすために湾曲誘導要
素（９０）が設けられていることを特徴とする、請求項１～請求項９のいずれか一項に記
載の排気ガス後処理装置。
【請求項１１】
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　前記気流分配要素（２８、４６）のうち少なくとも１つ、特に前記第１の気流分配要素
（２８）は、その内側に、それぞれの分配気流又は副気流の流れ方向で細くなる第１の長
手方向領域（１１０）及びそこから続いて流れ方向で拡大する第２の長手方向領域（１１
２）を有する拡散部（１０８）の輪郭を備えることを特徴とする、請求項１～請求項１０
のいずれか一項に記載の排気ガス後処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特許請求の範囲における請求項１の前段に記載の自動車の内燃機関用の排気
ガス後処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の内燃機関用のそのような排気ガス後処理装置は、下記特許文献１から公知であ
ると見なされている。排気ガス後処理装置は、内燃機関の排気ガスにより貫流可能な少な
くとも１つの排気ガス流路を備える少なくとも１つの排気ガス誘導要素を含む。したがっ
て、排気ガス誘導要素は、排気ガスの誘導に用いられる。
【０００３】
　更に、排気ガス後処理装置は、計量装置を含み、その計量装置を使用して少なくとも１
つの供給位置で、還元剤を排気ガスの脱硝のために排気ガス流路に投入可能である。更に
、排気ガス流路に配置された気流分配要素が設けられており、その気流分配要素を使用し
て、排気ガス流路は、第１の分配流路及び第２の分配流路に区分されている。
【０００４】
　第１の分配流路は、排気ガスの第１の分配気流により貫流可能であり、第２の分配流路
は、排気ガスの第２の分配気流により貫流可能である。言い換えると、排気ガスあるいは
排気ガスの気流全体は、気流分配要素を使用して第１の分配気流及び第２の分配気流に分
割され、第１の分配気流は、対応する第１の分配流路を貫流し、第２の分配気流は、対応
する第２の分配流路を貫流する。その際、気流分配要素は、第２の分配気流が貫流可能か
つ第２の分配気流の流れ方向で拡大する流路領域を備え、その結果、気流分配要素は、少
なくとも部分領域において円錐部として形成されている。
【０００５】
　更に、下記特許文献２は、燃焼機関の排気ガス設備において排気ガスを後処理するため
の装置を開示する。この場合もまた、計量装置は、還元剤の供給のために設けられている
。
【０００６】
　最後に、下記特許文献３は、排気ガスが貫流可能な排気ガス誘導要素を備え、かつ排気
ガス誘導要素において還元剤が投入可能となる計量装置を備える排気ガス後処理装置を開
示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第２０１０／０００５７９１Ａ１号明細書
【特許文献２】独国特許第１０２００９０５３９５０Ａ１号明細書
【特許文献３】国際公開特許第２０１２／０４７１５９Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　還元剤は、排気ガスの脱硝に用いられる。脱硝とは、例えば、ディーゼルエンジンとし
て形成された内燃機関の排気ガスは、窒素酸化物（ＮＯx）を含む恐れがあり、その窒素
酸化物が、少なくとも部分的に還元剤を用いて取り除かれる、あるいは除去されることと
理解されたい。その場合、窒素酸化物は、例えば、還元剤に由来するアンモニア（ＮＨ3
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）と反応して窒素及び水になり得る。この反応は、例えば、選択触媒還元（ＳＣＲ）の過
程において、特に還元剤と混合された排気ガスが貫流可能な、ＳＣＲ触媒において実現さ
れ、そのＳＣＲ触媒は、排気ガス後処理装置の構成部品であってもよい。
【０００９】
　通常、還元剤は、水溶液、特に尿素水溶液であり、その尿素水溶液は、例えば、計量装
置を使用して排気ガス流路に投入、特に噴射される。その際、特に排気ガス後処理装置あ
るいは排気ガス誘導要素の内部で、析出及び特に尿素析出が生じる恐れがあることが明ら
かとなった。
【００１０】
　したがって、本発明の課題は、冒頭に記載の形式の排気ガス後処理装置を、還元剤の過
剰な析出を回避できるように更に開発することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本課題は、特許請求の範囲における請求項１の特徴を有する排気ガス後処理装置により
解決される。目的にかなった本発明の発展形態を伴う有利な形態は、従属請求項に提示さ
れる。
【００１２】
　特許請求の範囲における請求項１の前段に示された形式の排気ガス後処理装置を、還元
剤の過剰な析出、すなわち特に過剰な尿素の析出が回避できるように開発するために、第
２の分配流路に第２の気流分配要素が配置されていることが、本発明により提供されてい
る。第２の気流分配要素により、第２の分配流路は、第１の副流路、第２の副流路、及び
第３の副流路に区分、あるいは分割されている。その際、第１の副流路は、排気ガスの第
１の副気流により貫流可能であり、第２の副流路は、排気ガスの第２の副気流により貫流
可能である。更に、第３の副流路は、排気ガスの第３の副気流により貫流可能である。上
記の副気流は、それぞれ第２の分配気流の更なる分配気流であり、したがって、第２の分
配気流は、副気流を含む。言い換えると、第２の分配流路を貫流する第２の分配気流は、
第２の気流要素を使用して副気流に分割され、その結果、排気ガスあるいは排気ガスの気
流全体は、第１の気流分配要素を使用して第１の分配気流及び第２の分配気流に分割され
るだけではなく、第２の気流分配要素を使用して副気流に更に分割される。
【００１３】
　その際、第２の気流分配要素は、第２の副気流及び第３の副気流により貫流可能な、か
つ第２の副気流及び第３の副気流の流れ方向で拡大する流路領域を備える。
【００１４】
　好適には、還元剤は、計量装置を使用して、その円錐角が少なくとも２０度、特に好ま
しくは少なくとも２５度である噴霧円錐を形成しながら投入可能であり、気流分配要素は
、完全にあるいは確実に噴霧円錐の外側に配置されている。このことは、噴霧円錐が、こ
れが排気ガス流路に投入される、言い換えると噴射されるとき、気流分配要素と直接接触
しないことであると理解されたい。言い換えると、気流分配要素のいずれも、スプレー円
錐とも呼ばれる実際の噴霧円錐の内部に配置されず、その結果、噴霧円錐は、気流分配要
素と衝突しない。
【００１５】
　気流分配要素を使用して、排気ガスあるいは排気ガスの気流は、計量装置に、特に計量
装置のノズルに、すなわち供給位置に到達するまで、何度も分割される。ノズルに誘導す
る、かつ好適には、噴射軸線に対して対称的な分配気流及び／又は副気流には、計量注入
された還元剤、すなわち還元剤の噴射を保持し、ノズルに近い領域から外へと輸送し、ノ
ズルに近い領域での析出を回避するという課題あるいは目的が特にある。それ以外の分配
気流及び／又は副気流は、表面負荷及びそれによる壁面での冷却を低く抑えるために、壁
面への噴射の広範囲の分散をノズルから遠い領域でもたらすものとする。ノズルに近い構
成部品、特に気流分配要素に噴射が当たらないことにより、析出のリスクは、低く保たれ
る。その他の場合は同じ運転条件において、それにより従来の排気ガス後処理装置に対し
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て、計量速度は、明白に増大する恐れがある。
【００１６】
　その結果として、析出がノズルに近い領域及びノズルから遠い領域で少なく抑えられる
か又は回避でき、還元剤が当たる壁の少なくとも実質的に均質な表面負荷を低くすること
が容易に可能にできるという利点が生じる。それにより、冷却を低く抑えることができ、
その結果、計量注入された還元剤は、特に良好に気化できる。特に、還元剤の特に高い計
量量は、実現できる。更に、排気ガス逆圧は、低く抑えることができ、それにより、燃料
消費は、特に低く抑えることができる。
【００１７】
　特に、好適には、噴霧円錐の円錐角が２０度以上であることが提供されている。円錐角
が２５度以上１２０度以下の範囲にあるとき、特に有利であることが明らかとなった。例
えば、装着部品又は装着構成要素として形成された気流分配要素のそれぞれの、特に内部
周辺側の輪郭は、噴射円錐角とも呼ばれる円錐角に適合し、その結果、設置空間要求を特
に低く抑えることができる。
【００１８】
　計量装置、特に排気ガス流路に噴霧円錐を投入するために場合により設けられた計量装
置のノズルは、通常、噴霧円錐の公称円錐角に基づいて設計される。第１の適用では、噴
霧円錐の公称円錐角は、例えば、４０度であり、第２の適用での公称円錐角は、例えば、
６０度である。それに由来して、円錐角を検知するための測定方法の公差により、かつ計
量装置、特にノズルの設計公差により、第１の適用では３０～５０度の噴霧円錐の実際の
円錐角、第２の適用では５０～７０度の実際の円錐角が生じる。言い換えると、通常、円
錐角の公差は、＋／－１０度を示す。６０度の公称円錐角を有する第２の適用では、例え
ば、円錐角は、＋１０度の公差に加えて実際の円錐角に対して更に＋２０度分、つまり合
計で９０度に設定され、その結果、上記の装着部品は、９０度のこの円錐角に適合する。
その結果として、追加の安全性を有する装着部品は、噴霧円錐と、詳しく言えば噴霧円錐
の噴射液滴に当たることはない。したがって、上記の公差を考慮することにより、噴霧円
錐からの装着部品の十分な距離が実現でき、これは、装着部品が噴霧円錐と確かに重なら
ないことを意味する。
【００１９】
　第１の流路領域が拡大するため、第１の気流分配要素あるいは第１の流路領域は、円錐
部として形成されている。その際、第２の気流分配要素あるいは第２の流路領域は、同様
に円錐部として形成されている。第１の気流分配要素だけではなく特に第２の気流分配要
素の使用により、排気ガスの気流全体は、排気ガスが供給位置に到達する前、つまり、例
えば、供給位置に配置された、還元剤を排気ガス誘導要素に投入するノズルに到達する前
に、何度も分割される。ノズルに誘導された副気流には、特に、還元剤を保護するという
目的がある。噴霧円錐は、噴流円錐又は簡単に噴流若しくは噴射とも呼ばれ、その結果、
還元剤は、少なくとも実質的に円錐形の噴流又は噴霧円錐を形成する噴射を形成しながら
、排気ガス誘導要素に投入される。その際、副気流には、特に、噴射を保持し、その場で
の還元剤の析出を回避するためにノズルに近い領域から外へと確実に送るという目的があ
る。それ以外の副気流及び第１の分配気流は、その場でのいわゆる表面負荷及びそれによ
る排気ガス誘導要素の冷却を少なくとも低く抑えるために、隔壁領域への噴射あるいは還
元剤の広範囲の分散をノズルから遠い領域でもたらす。それにより、還元剤の析出が生じ
るリスクは、特に低く抑えることができる。
【００２０】
　それにより、本発明に係る排気ガス後処理装置では、その他の場合は同じ運転条件にお
いて従来の排気ガス後処理装置に対して、特に高い計量速度を実現すること、すなわち、
過剰な析出を生ずることなく、特に大量の還元剤を排気ガス誘導要素に投入することが可
能である。詳しく言えば、第２の気流分配要素の使用により、特に有利な尿素前処理は、
特に高い計量速度及び低い温度にもかかわらず、析出物形成なしに又は非常にわずかな析
出物形成を伴って実現可能である。その際、析出を、ノズルに近い領域でもノズルから遠
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い領域でも回避することが特に可能である。場合により還元剤が当たる隔壁領域の表面負
荷を低く抑えることができることにより、この隔壁領域の冷却を低く抑えることができる
。それに由来して、投入された量の還元剤の特に有利な気化がもたらされる。
【００２１】
　第２の気流分配要素を使用してもたらされる利点は、例えば、尿素水溶液である還元剤
の前処理により、特に大量の還元剤もまた投入でき、それにより排気ガスを特に良好に脱
硝できることである。特に、還元剤から遊離されたアンモニアの特に有利な混合をＳＣＲ
触媒に投入されるまで実現することが可能であり、それによりＳＣＲ触媒での特に高い転
換を示すことができる（ＳＣＲ－選択触媒還元）。更なる利点は、第２の気流分配要素の
使用にもかかわらず、また特にその特有の形態により、排気ガス逆圧を低く抑えることが
できることであり、その結果、本発明に係る排気ガス後処理装置は、内燃機関の特に効果
的な、つまり燃料消費が少ない運転を可能にする。したがって、第２の気流分配要素は、
少なくともほとんど燃料消費に影響せずに使用できる。
【００２２】
　本発明の有利な実施形態では、排気ガス流路の排気ガスにより貫流可能な少なくとも一
部分は、らせん形状に延びている。これは、排気ガス流路の少なくとも一部分、特に分配
流路のうち少なくとも１つ及び／又は副流路のうち少なくとも１つが、スパイラルあるい
は渦巻の形状を有することを意味し、その結果、少なくとも一部分は、その方向に沿って
、あるいは排気ガスがらせん形部分を通過して流れる方向に沿って細くなる。したがって
、噴霧円錐が排気ガス流路に投入される、特に噴射される状態に関して、排気ガス流路の
少なくとも一部分は、噴霧円錐の周辺方向でその周囲にわたって渦巻形あるいはスパイラ
ル形に延在する。
【００２３】
　更に、気流分配要素のうち少なくとも１つ、特に第１の気流分配要素がその内側に拡散
部の輪郭を備えることが考えられる。
【００２４】
　本発明の更に有利な実施形態では、第２の流路領域は、少なくとも部分的に第１の流路
領域に配置されている。言い換えると、例えば、第２の流路領域が少なくとも部分的に第
１の流路領域に突出することが提供されている。それにより、排気ガスの特に有利な気流
分割及び気流誘導が、実現でき、その結果、析出のリスクを特に低く抑えることができる
。
【００２５】
　還元剤が噴射方向で第２の流路に投入可能である、特に噴射可能であるときに、流路領
域がそれぞれ噴射方向に沿って拡大することが特に有利であることが明らかとなった。言
い換えると、噴射方向は、流路領域が拡大する方向と一致する。これは、流路領域がそれ
ぞれ通過方向を有し、その通過方向に流路領域が排気ガスにより貫流可能であることを意
味する。その際、それぞれの通過方向は、噴射方向と一致する。還元剤の噴流あるいは噴
射が、例えば、少なくとも部分的に流路領域に到達するため、析出のリスクを特に低く抑
えることができる。
【００２６】
　更なる実施形態は、還元剤が噴霧円錐（噴流あるいは噴射）を形成しながら噴射方向と
一致する仮想直線に沿って第２の分配流路に投入可能であり、流路領域がそれぞれその直
線に対して同軸に配置されていることを特徴とする。言い換えると、好適には、その直線
は、流路領域のそれぞれの中心軸線と一致することが提供されている。これにより、隔壁
領域への還元剤の過剰な析出を回避できる。
【００２７】
　噴流あるいは噴射は、少なくとも実質的に円錐形又は円錐台形であるため、好適には、
仮想直線が円錐あるいは円錐台の中心軸線と一致する、すなわち、噴流円錐の中心軸線と
一致することが提供されている。
【００２８】
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　本発明の特に有利な実施形態では、第１の分配流路は、第１の気流分配要素の第１の表
面領域と、第１の表面領域に対向する、排気ガス誘導要素の内側の第１の部分とにより区
画されており、第２の分配流路は、第１の表面領域とは反対側の第１の気流分配要素の第
２の表面領域と、第２の表面領域に対向する排気ガス誘導要素の内側の第２の部分とによ
り区画されている。これにより、特に有利な気流分割が実現でき、その結果、還元剤の過
剰な析出を確実に回避できる。更に、排気ガスの特に有利な気流誘導が実現でき、その結
果、排気ガス後処理装置での排気ガス逆圧を低く抑えることができる。
【００２９】
　特に有利な気流誘導及び気流分割を実現するために、本発明の更なる実施形態では、第
１の副流路が第１の気流分配要素の第２の表面領域の第３の部分と、第３の部分に対向す
る第２の気流分配要素の第３の表面領域とにより区画され、第３の副流路が第３の表面領
域とは反対側の、第２の気流分配要素の第４の表面領域と、第４の表面領域に対向する第
２の気流分配要素の第５の表面領域とにより区画されていることが提供されている。
【００３０】
　更に、第２の副流路が第５の表面領域とは反対側の、第２の気流分配要素の第６の表面
領域と、第６の表面領域に対向する、排気ガス誘導要素の内側の第２の部分の部分領域と
により区画されているとき、特に有利であることが明らかとなった。それにより、特に有
利な気流誘導及び気流分割が実現でき、その結果、過剰な析出が回避できる。
【００３１】
　更なる実施形態は、第３の副流路が排気ガスを誘導するために平板誘導要素に割り当て
られていることを特徴とする。平板誘導要素は、例えば、平板羽根であり、その平板羽根
は、少なくとも実質的に平坦あるいは平らに又は平面状に形成されており、それによりノ
ズルでの少なくとも実質的に対称的な流入が可能になる。
【００３２】
　特にノズルでの対称的な流入を実現するために、例えば、特に金属板の形式の少なくと
も実質的に垂直な誘導要素を使用することが可能である。
【００３３】
　本発明の更に有利な実施形態では、湾曲誘導要素は、排気ガスの少なくとも部分の少な
くとも実質的に渦流形の気流を引き起こすために設けられている。例えば、湾曲羽根とし
て形成された湾曲誘導要素を使用して、排気ガスの少なくとも部分に、渦流状の気流の形
を与えることができ、その結果、排気ガスの有利な旋回流を具体化できる。この旋回流の
結果として、排気ガスは、特に良好に還元剤と混合でき、その結果、還元剤の特に良好な
前処理を具体化できる。その結果として、過剰な析出は、回避できる。
【００３４】
　その際、湾曲誘導要素が第２の分配流路に配置されているときに、特に有利であること
が明らかとなった。それにより、第２の流路領域で、すなわち内側の第２の円錐部で、渦
流気流は実現できる。この場合の目的は、内側の円錐部での剥離あるいは気流剥離を内側
の円錐部の大きな開口角にもかかわらず回避することである。
【００３５】
　本発明の更なる実施形態では、少なくとも１つの気流分配要素、特に第１の気流分配要
素が、その内側にそれぞれの分配気流又は副気流の流れ方向で細くなる第１の長手方向領
域及びそこから続いて流れ方向で拡大する第２の長手方向領域を有する拡散部の輪郭を備
えることが提供されている。
【００３６】
　本発明の更なる利点、特徴及び詳細は、好ましい実施形態及び図面を参照した以下の説
明により明らかとなる。上記の説明で言及された特徴及び特徴の組み合わせ並びに下記の
図面の説明で言及されかつ／又は図面において単独で示された特徴及び特徴の組み合わせ
は、それぞれ提示された組み合せだけではなく、本発明の範囲を逸脱することなく、別の
組み合わせで又は単独でもまた使用可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００３７】
【図１】排気ガス誘導要素を備える自動車の内燃機関用の第１の実施形態に係る排気ガス
後処理装置の概略断面図であり、排気ガス誘導要素は、第１の気流分配要素及び第２の気
流分配要素が排気ガスの気流分割のために配置されている、内燃機関の排気ガスにより貫
流可能な少なくとも１つの排気ガス流路を備える。
【図２】排気ガス後処理装置の更なる概略部分断面図である。
【図３】排気ガス後処理装置の更なる概略部分断面図である。
【図４】排気ガス後処理装置の背面の概略部分斜視図である。
【図５】図３に示した切断線Ａ－Ａに沿った排気ガス後処理装置の概略断面図である。
【図６】図５でＢと表示した排気ガス後処理装置の領域の拡大図である。
【図７ａ－７ｅ】それぞれ、気流分配要素の機能を具体的に示すための排気ガス後処理装
置の概略部分断面図である。
【図８】排気ガス後処理装置の概略断面図である。
【図９】第２の実施形態に係る排気ガス後処理装置の概略部分断面図である。
【図１０】第３の実施形態に係る排気ガス後処理装置の概略部分斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　図において、同じ又は機能的に同じ要素は、同じ参照符号が付されている。
【００３９】
＜第１の実施形態＞
　図１は、自動車の内燃機関用の第１の実施形態に係る排気ガス後処理装置の概略断面図
である。内燃機関は、例えば、ディーゼルエンジンとして形成され、自動車の駆動に用い
られる。排気ガス後処理装置は、内燃機関の排気ガスにより貫流可能であり全体で１２と
表示された排気ガス流路を備える少なくとも１つの排気ガス誘導要素１０を含む。排気ガ
ス流路１２は、排気ガス誘導要素１０の混合管１４内に延在し、その混合管１４は、特に
排気ガスの還元剤との混合に用いられる。
【００４０】
　排気ガス後処理装置は、図１で特に概略的に図示された計量装置１６を更に含み、その
計量装置１６を使用して少なくとも１つの供給位置１８で、還元剤は、排気ガス流路１２
に投入可能、特に噴射可能である。還元剤は、排気ガスの脱硝に用いられる。脱硝とは、
還元剤を使用して排気ガス中に含まれる窒素酸化物（ＮＯx）が少なくとも部分的に排気
ガスから除去されることを理解されたい。還元剤は、例えば、尿素水溶液であり、これを
排気ガス流路１２へ投入すると、排気ガス流路１２においてアンモニア（ＮＨ3）が遊離
する。排気ガス中に含まれる窒素酸化物は、アンモニアと選択触媒還元（ＳＣＲ）の過程
において反応して窒素と水になり得る。
【００４１】
　図８と併せて概観すると、供給位置１８の上流側に、排気ガスにより貫流可能な粒子フ
ィルタ２０が配置されていることが認識できる。内燃機関は、本実施形態ではディーゼル
エンジンとして形成されているため、粒子フィルタ２０は、ディーゼル粒子フィルタ（Ｄ
ＰＦ）である。粒子フィルタ２０には、排気ガスを捕集できる捕集チャンバ２２が接続さ
れている。排気ガスは、次いで捕集チャンバ２２から混合管１４に流れることができ、こ
のことは、以下でより詳細に説明する。粒子フィルタ２０は、粒子、特にすす粒子を排気
ガスからろ過するために用いられる。
【００４２】
　供給位置１８の下流側に、また特に混合管１４の下流側に、例えば、排気ガス後処理装
置の少なくとも１つのＳＣＲ触媒は、配置されている。排気ガス及び排気ガスに計量注入
されたあるいは投入された還元剤により貫流可能なＳＣＲ触媒を使用して、選択触媒還元
は、引き起こされる、あるいは促進される。
【００４３】
　図１から、還元剤が噴霧円錐２４を形成しながら排気ガス流路１２に投入されることが
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認識でき、噴霧円錐２４は、噴流又は噴射とも呼ばれ、その噴流あるいは噴射は、少なく
とも実質的に円錐形又は円錐台形である。したがって、噴霧円錐２４は、円錐形状を有す
るか又は円錐形状であり、その中心軸線は、図１では２６と表示されている。中心軸線２
６は、噴射方向と一致する仮想直線であり、還元剤は、その噴射方向に計量装置１６を使
用して供給位置１８で排気ガス流路１２に投入される、また特に噴射される。これは、噴
霧円錐２４が噴射方向に沿って、つまり中心軸線２６に沿って計量装置１６から離れるよ
うに拡散することを意味する。
【００４４】
　排気ガス流路１２にはこのとき、第１の気流分配要素２８が配置されており、その気流
分配要素２８を使用して、排気ガス流路１２は、第１の分配流路３０及び第２の分配流路
３２に区分、あるいは分割されている。その際、第１の分配流路３０は、方向矢印３４に
より具体的に示された排気ガスの第１の分配気流により貫流可能である。その際、第２の
分配流路３２は、方向矢印３６により具体的に示された排気ガスの第２の分配気流により
貫流可能である。これは、排気ガス、特に排気ガスの気流全体が第１の気流分配要素２８
を使用して第１の分配気流及び第２の分配気流に分割されることを意味する。その際、第
１の気流分配要素２８は、第２の分配気流の流れ方向で拡大する流路領域３８を備え、し
たがって、その流路領域は、第１の円錐部である。
【００４５】
　第１の円錐部（第１の流路領域３８）は、中心軸線２６に対して同軸に配置されており
、その結果、第１の円錐部の中心軸線は、中心軸線２６と一致する。第１の気流分配要素
２８は、第１の流路領域３８の上流側に、中心軸線２６に対して少なくとも実質的に垂直
あるいは直角に延びる隔壁領域４０を備える。気流分配要素２８は、例えば、金属板から
形成されている。隔壁領域４０は、第１の流路領域３８の上流側に配置されているため、
気流全体は、最初に隔壁領域４０を使用して分割される。その際、第１の分配流路３０は
、第１の気流分配要素２８の第１の側面４２に配置されており、第２の分配流路３２は、
第１の側面４２の反対側の、第１の気流分配要素２８の第２の側面４４に配置されている
。
【００４６】
　計量装置１６は、供給位置１８の領域に、例えば、ノズルを備え、そのノズルを使用し
て、還元剤は、噴霧円錐２４を形成しながら排気ガス流路１２に投入される。その際特に
、少なくとも実質的に垂直な、例えば、金属板から形成された隔壁領域４０は、ノズルあ
るいは供給位置１８での少なくとも実質的に対称的な流入の実現を可能にする。
【００４７】
　このとき高い計量速度の場合、すなわち排気ガス流路１２に投入された還元剤の量が多
い場合であっても、還元剤の析出のリスクを低く抑えるため、言い換えると過剰な析出を
回避するために、第２の分配流路３２に、例えば、金属材料あるいは金属板から形成され
てもよい第２の気流分配要素４６が配置されている。以下で更に詳細に説明するように、
第２の気流分配要素４６により、排気ガスの、特に第２の分配気流の更なる気流分配が引
き起こされ、その結果、還元剤の特に有利な前処理は、実現できる。この前処理の結果、
還元剤は、排気ガスと特に良好に混合でき、その結果、排気ガス誘導装置の内部での還元
剤の析出を少なくとも低く抑えることができる。
【００４８】
　第２の気流分配要素４６により、第２の分配流路３２は、第１の副流路４８、第２の副
流路５０、及び第１の副流路４８と第２の副流路５０との間に配置された第３の副流路５
２に区分されている。したがって、副流路４８、５０及び５２は、第２の分配流路３２の
更なる分配流路であり、第１の副流路４８は、排気ガスの第１の副気流が、第２の副流路
５０は、排気ガスの第２の副気流が、また第３の副流路５２は、排気ガスの第３の副気流
が貫流可能である。これは、排気ガスの第２の分配気流が第２の気流分配要素４６を使用
して更に３つの副気流に分割されることを意味し、それにより、析出のリスクを特に低く
抑えることができる。その際、第２の気流分配要素４６は、第２及び第３の副気流が貫流
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可能かつ第２及び第３の副気流の流れ方向で拡大する第２の流路領域５４を備え、したが
って、その流路領域は、第２の円錐部である。
【００４９】
　方向矢印５６により第１の副気流が具体的に示され、方向矢印５８により第２の副気流
が具体的に示され、方向矢印６０により第３の副気流が具体的に示されている。方向矢印
３４により具体的に示された第１の分配気流３４は、噴射（噴霧円錐２４）を主気流から
保護するために特に用いられる。方向矢印５６により具体的に示された第１の副気流は、
噴射が第１の外側の円錐部（第１の流路領域３８）上に衝突することを防止するために特
に用いられる。方向矢印５８により具体的に示された第２の副気流は、噴射の推進力を高
め、噴射を混合管１４へと運び出すために用いられる。最後に、方向矢印６０により具体
的に示された第３の副気流は、噴射が内側の第２の円錐部（第２の流路領域５４）に当た
ることを防止し、噴射（噴霧円錐２４）の推進力を高めるために用いられる。
【００５０】
　析出のリスクを特に低く抑えるために、図１から認識できるように、内側の第２の円錐
部は、少なくとも部分的に外側の第１の円錐部に配置されている。本実施形態において、
内側円錐部の部分領域は、外側円錐部に向かって突出する。その際、供給位置１８は、分
配流路３２に、また本実施形態において第２の副流路５０に配置されており、噴射は、内
側円錐部を貫通し、外側円錐部内まで達する。
【００５１】
　図１から、流路領域５４の中心軸線もまた中心軸線２６と一致し、その結果、流路領域
３８及び５４が互いに同軸に配置され、かつ中心軸線２６に対して同軸に配置されている
ことが更に認識できる。その際、第２の流路領域５４は、噴射（噴霧円錐２４）の噴射方
向に、つまり第１の流路領域３８と同様に、中心軸線２６に沿って計量装置１６から離れ
るように拡大する。
【００５２】
　第１の分配流路３０は、第１の気流分配要素２８の第１の表面領域６２と、第１の表面
領域６２に対向する、排気ガス流路１２を区画する排気ガス誘導要素１０の内側６６の第
１の部分６４とにより区画されている。第２の分配流路３２は、第１の表面領域６２とは
反対側の、第１の気流分配要素２８の第２の表面領域６８と、第２の表面領域６８に対向
する排気ガス誘導要素１０の内側６６の第２の部分７０とにより区画されている。
【００５３】
　第１の副流路４８は、第１の気流分配要素２８の第２の表面領域６８の第３の部分７２
と、第３の部分７２に対向する第２の気流分配要素４６の第３の表面領域７４とにより区
画されている。第３の副流路５２は、第３の表面領域７４とは反対側の、第２の気流分配
要素４６の第４の表面領域７６と、第４の表面領域７６に対向する第２の気流分配要素４
６の第５の表面領域７８とにより区画されている。
【００５４】
　更に、第２の副流路５０は、第５の表面領域７８とは反対側の、第２の気流分配要素４
６の第６の表面領域８０と、第６の表面領域８０に対向する排気ガス誘導要素１０の内側
６６の第２の部分７０の部分領域とにより区画されている。
【００５５】
　図２では、排気ガス誘導要素１０による全質量流量の百分率割合が具体的に示されてい
る。方向矢印３４により具体的に示された第１の分配気流の全質量流量における割合は、
最小で５５パーセント、最大で７５パーセントである。方向矢印３６により具体的に示さ
れた第２の分配気流の全質量流量における割合は、最小で２５パーセント、最大で４５パ
ーセントである。第１の副気流は、図２では方向矢印５６により具体的に示されている。
第１の副気流の全質量流量における割合は、最小で２２パーセント、最大で４０パーセン
トである。図２で方向矢印８２により具体的に示された、内側の第２の円錐部を通過する
気流の全質量流量における割合は、例えば、最小で２．５パーセント、最大で７．５パー
セントである。
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【００５６】
　第２の副気流は、図２で８４と表示されており、第２の副気流８４の全質量流量におけ
る割合は、最小で０パーセント、最大で２パーセントである。第３の副気流は、図２で８
６と表示されており、第３の副気流８６の全質量流量における割合は、最小で３パーセン
ト、最大で６．５パーセントである。
【００５７】
　図３は、排気ガス後処理装置を概略部分断面図で示し、これには切断線Ａ－Ａが示され
ている。図３～図５から、少なくとも実質的に垂直な隔壁領域４０は、特に良好に認識で
き、それにより、少なくとも実質的に垂直な金属板は、ノズルでの対称的な流入の実現の
ために形成されている。図６は、図５でＢと表示された領域を拡大図で示す。図４～図６
から認識できるように、第３の副流路５２に、平板誘導要素が、平板羽根８８の形状で割
り当てられており、その平板羽根により、ノズルでの少なくとも実質的に対称的な流入は
、実現可能である。更に、湾曲誘導要素は、湾曲羽根９０の形状で設けられ、例えば、第
２の分配流路３２及び特に第３の副流路５２に割り当てられており、それにより、渦流、
言い換えると排気ガスの少なくとも実質的に渦流形の気流が、内側の第２の円錐部で実現
する。この場合の目的は、内側の第２の円錐部での剥離を内側の第２の円錐部の大きな開
口角にもかかわらず回避することである。
【００５８】
　排気ガスのそのような少なくとも実質的に渦流形の気流は、図８で領域Ｃに示されてい
る。この渦流形の気流は、長手方向軸線周りに少なくとも実質的にスパイラル形又はコイ
ル形に延び、その長手方向軸線は、排気ガスが混合管１４を貫流する主気流方向と一致す
る。
【００５９】
　更に図８に、排気ガスが分割される領域Ｄが示されている。領域Ｅでは、特に第２の気
流分配要素４６により引き起こされる排気ガスの気流誘導が実現する。これにより、噴射
を保持し、ノズルに近い領域から壁面をぬらすことなく外へと輸送するために、分配気流
は、ノズルで発生できる。主気流は、混合管１４内に到達でき、広範囲をぬらすことを達
成するために、この主気流に渦流の形を与えることができる。それにより内側６６で、わ
ずかな表面負荷を回避でき、その結果、過剰な温度低下が回避できる。その結果として、
還元剤は、気化でき、それにより、過剰な析出が回避できる。
【００６０】
　したがって、ノズルに近い第２の気流分配要素４６は、ノズル自体を洗浄し、噴射推進
力を高めるために、ノズルに近い分配気流を特に第２の副気流の形式で実現することに特
に用いられ、それにより、還元剤あるいは還元剤の液滴は、混合管１４の方向に輸送され
る。この場合、図示していない更なる気流分配が実現できる。第１及び／又は第３の副気
流は、外側の第１の円錐部がぬれることを防止するため、噴射（噴霧円錐２４）の周りに
被覆を実現するために用いられる。２つの円錐部のそれぞれの壁での気流剥離は、好適に
は、回避でき、接触する気流は、それぞれの壁に対して平行に抵抗を受ける。それにより
、液滴を運び去ることができ、壁面のぬれは、回避できる。更に、ぬれた場合に還元剤の
気化を確実にするために、壁への熱流入を高めてもよい。
【００６１】
　図７ａ～図７ｅは、それぞれの機能を具体的に示すために、排気ガス後処理装置のそれ
ぞれの断面図を示す。図７ａは、どの気流分配要素及び誘導要素も伴わない排気ガスの気
流を具体的に示す。排気ガスの気流は、図７ａで方向矢印９１により具体的に示されてお
り、方向矢印９２は、還元剤の気流を具体的に示す。
【００６２】
　図７ｂでは、隔壁領域４０が設けられ、その隔壁領域４０により、排気ガスあるいは排
気ガスの気流を分割できる。排気ガスの気流は、図７ｂで方向矢印９１により具体的に示
されている。
【００６３】



(12) JP 6625143 B2 2019.12.25

10

20

30

40

50

　図７ｃは、第１の外側円錐部（第１の気流分配要素２８）を備える排気ガス後処理装置
を示し、外側円錐部は、噴射を排気ガス気流から保護する。
【００６４】
　図７ｄでは、内側円錐部（第２の気流分配要素４６）の機能が具体的に示されている。
内側円錐部は、噴射を側面支持気流から保護する。更に図７ｅから、噴射（噴霧円錐２４
）を後方から促進するために、内側円錐部が気流を誘導することが認識できる。
【００６５】
＜第２の実施形態＞
　図９は、排気ガス後処理装置の第２の実施形態を概略部分断面図で示す。図９から、気
流分配要素２８及び４６に排気ガスが排気ガス管９４を使用して供給されていることが認
識でき、図９で、排気ガス管９４を通過する排気ガスの気流は、矢印９６で具体的に示さ
れている。図９で方向矢印３４及び３６により具体的に示されているように、矢印９６に
より具体的に示された排気ガスの気流は、気流分配要素２８を使用して、方向矢印３４に
より具体的に示された第１の分配気流、及び方向矢印３６により具体的に示された第２の
分配気流に分割される。
【００６６】
　更に図９から、その円錐角が図９でαと表示されている噴霧円錐２４が排気ガス流路１
２に、特に第３の副流路５２に投入される、言い換えると噴射されることが特に良好に認
識できる。そのために、例えば、計量モジュールとも呼ばれる計量装置１６は、ノズルを
備え、そのノズルを使用して、噴霧円錐２４は、排気ガス流路１２に投入される、言い換
えると噴射される。
【００６７】
　このとき特に有利な混合を実現するために、排気ガス後処理装置では、気流分配要素２
８及び４６が噴霧円錐２４の完全に外側に配置されており、円錐角αは、少なくとも２５
度、好適には、２５度以上にある。特に、円錐角αは、２５度以上１２０度以下の範囲に
ある。
【００６８】
　気流分配要素２８及び４６は、排気ガス流路１２に配置されているため、装着部品とし
て形成されている。その際、装着部品の幾何学的寸法は、気流分配要素２８及び４６のい
ずれも実在の噴霧円錐２４の内側に存在しないように、つまり噴霧円錐２４と当たらない
ように選択されている。実在の噴霧円錐２４とは、実際に計量装置１６を使用して排気ガ
ス流路１２に投入される、言い換えると噴射される噴霧円錐のことと理解されたい。
【００６９】
　図９では、装着部品の寸法は、ｘ１、ｘ２、ｘ３、ｘ４、ｙ１、ｙ２、ｙ３、及びｙ４
により表示されており、円錐角αに関するこれらの寸法に対して以下が成り立つ：
ｙ１／ｘ１＞ｔａｎ（α／２）
ｙ２／ｘ２＞ｔａｎ（α／２）
ｙ３／ｘ３＞ｔａｎ（α／２）
ｙ４／ｘ４＞ｔａｎ（α／２）
【００７０】
　気流分配要素４６は、噴霧円錐２４内に突出しないように、第２の実施形態では第１の
実施形態とは異なり軸線方向で、特に計量装置１６に向かって短縮化されている。更に、
例えば、第１の実施形態では、第２の気流分配要素４６あるいは第３の副流路５２が、特
に排気ガスの流れ方向で第３の副流路５２により、少なくとも実質的に円錐形又は円錐台
形に形成されており、その際、排気ガスの流れ方向に拡大することが提供されている。し
かし、第２の実施形態では、気流分配要素４６あるいは第３の副流路５２は、特に中心軸
線２６に関して、少なくとも実質的に円筒形に形成されている。
【００７１】
　更に、第２の実施形態では任意選択的に、分配要素９８を使用して実現される更なる気
流分割が提供されている。分配要素９８は、例えば、管として形成されており、その管は
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、例えば、少なくとも部分的に混合管１４あるいは排気ガス流路１２に配置されている。
これにより、例えば、管内管分離が提供されている。分配要素９８により、方向矢印３４
により具体的に示された排気ガスの第１の分配気流は、矢印１００により具体的に示され
た排気ガスの第４の副気流、及び矢印１０２により具体的に示された第５の副気流に分割
される。第４の副気流は、分配要素９８の内側を、つまり、混合管１４とは反対側の、分
配要素９８の内側に沿って流れ、第５の副気流は、分配要素９８の外側を、つまり、混合
管１４に対向する、分配要素９８の外側に沿って流れる。分配要素９８は、混合管１４か
ら離間されているため、混合管１４及び分配要素９８は、第５の副気流が流れる環状間隙
１０４を形成する。環状間隙１０４は、その半径方向で内側に向かって分配要素９８の外
周側外表面９９により区画されており、環状間隙が特に半径方向に延びる、３ミリメート
ル以上２０ミリメートル以下の範囲にある延在部を備えるとき、特に機能的である。言い
換えると、環状間隙１０４は、好適には、３ミリメートル以上２０ミリメートル以下の範
囲にある幅を有する。分配要素９８により引き起こされた、あるいは引き起こすことがで
きる第２の分配気流の分割は、したがって合計で５つの副気流あるいは分配気流をもたら
し、その結果、特に有利な混合は、実現可能である。
【００７２】
　更に、第１の気流分配要素２８は、その内側に第２の分配気流の流れ方向で細くなる第
１の長手方向領域１１０及びそこから続いて流れ方向で拡大する第２の長手方向領域１１
２を有する拡散部１０８の輪郭を備える。
【００７３】
＜第３の実施形態＞
　図１０は、排気ガス後処理装置あるいは排気ガス誘導要素１０の第３の実施形態を概略
部分断面斜視図で示す。第３の実施形態では、排気ガスにより貫流可能な排気ガス流路１
２の少なくとも一部分がらせん形状に、つまりスパイラル形あるいは渦巻形に延びること
が提供されている。特に、分配流路３０及び３２のうち少なくとも１つ及び／又は副流路
４８、５０、及び５２のうち少なくとも１つがらせん形状に延びることが考えられる。更
に、分配要素９８を使用して引き起こされた上記の副分配により、更なる２つの副流路が
作り出されており、その結果、代替的又は追加的に、更なる副流路のうち１つが少なくと
も実質的にらせん形状に延びる、つまり渦巻形あるいはスパイラル形に延びることが考え
られる。排気ガス流路１２の少なくとも一部分のこのらせん形状の形態により、排気ガス
流路１２のこのらせん形状の部分は、中心軸線２６の方向に、つまり内側に向かって細く
なる。言い換えると、第３の実施形態では、排気ガス誘導要素１０の少なくとも一部分が
、つまり排気ガス流路１２の少なくとも一部分が、幾何学的な円錐形状あるいはらせん形
状を有することが提供されている。このらせん形状部は、図１０で特に良好に認識でき、
図１０では１０６と表示され、らせん形状部１０６は、例えば、第１の実施形態において
設けられた部分領域３０である。
【符号の説明】
【００７４】
　１０　排気ガス誘導要素
　１２　排気ガス流路
　１４　混合管
　１６　計量装置
　１８　供給位置
　２０　粒子フィルタ
　２２　捕集チャンバ
　２４　噴射
　２６　中心軸線
　２８　第１の気流分配要素
　３０　第１の分配流路
　３２　第２の分配流路
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　３４　方向矢印
　３６　方向矢印
　３８　第１の流路領域
　４０　隔壁領域
　４２　第１の側面
　４４　第２の側面
　４６　第２の気流分配要素
　４８　第１の副流路
　５０　第２の副流路
　５２　第３の副流路
　５４　第２の流路領域
　５６　方向矢印
　５８　方向矢印
　６０　方向矢印
　６２　第１の表面領域
　６４　第１の部分
　６６　内側
　６８　第２の表面領域
　７０　第２の部分
　７２　第３の部分
　７４　第３の表面領域
　７６　第４の表面領域
　７８　第５の表面領域
　８０　第６の表面領域
　８２　方向矢印
　８４　第２の副気流
　８６　第３の副気流
　８８　平板羽根
　９０　湾曲羽根
　９１　方向矢印
　９２　方向矢印
　９４　排気ガス管
　９６　矢印
　９８　分配要素
　１００　矢印
　１０２　矢印
　１０４　環状間隙
　１０６　らせん形状部
　Ｂ　領域
　Ｃ　領域
　Ｄ　領域
　Ｅ　領域
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７ａ】 【図７ｂ】
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【図７ｃ】 【図７ｄ】

【図７ｅ】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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